
 

入 札 心 得 書 
 

うきは市の郵便による入札に参加しようとする者は、うきは市契約規則及び下記事項を遵守し入札

すること。 

                    記 

（工事の内容等） 

第１条 工事の内容等は設計図書のとおりとする。 

（入札の方法） 

第２条 入札の方法は郵便による条件付一般競争入札とし、入札回数は１回限りとする。 

（入札の辞退） 

第３条 参加申込みをした者は、入札書到着期限日まで、いつでも入札を辞退することができる

。 

２ 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について不利益な取り扱いを受ける

ものでない。 

３  予定価格の事前公表の対象となる工事である場合に、公表した予定価格の範囲内での入札が

できない場合は、入札を辞退すること。 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（入札保証金） 

第５条 入札保証金は、免除する。 

（入札の無効） 

第６条 入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の入札を無効とする。 

  (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

  (2) 入札書が、所定の日、時までに到着しないとき。 

  (3) 一の入札に同一の入札者から、２通以上の入札書が出されたとき。 

  (4) 入札者の記名、押印がないとき。 

  (5) 金額その他主要事項の記載が不明確なとき。 

  (6) 入札者が、明らかに協定し、その他入札に際し不正の行為があったと認められたとき。 

  (7) 他人の代理を兼ね、又は２以上の代理をしたものに係る入札。 

  (8) 同封した工事費内訳書の工事価格と入札書の金額が一致していないとき。 

  (9) 入札書が指定された郵送方法以外で郵送されたとき。 

(10)  封筒に入札書と工事費内訳書が同封されていないとき。 

(11) 封筒に指定された書類以外のものが同封されたとき。 

(12) その他入札条件に違反したとき。 

 

（入札書記載金額） 

第７条  落札決定に当っては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約



 

金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた額を入札書に記載

すること。 

（落札者の決定方法） 

第８条  予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手

方とする。 

（くじによる落札者の決定） 

第９条 落札となるべき価格の入札が２以上ある時は、抽選で落札者を決定する。抽選は入札参

加者が行い、代理人をして抽選をさせようとするときは委任状を提出しなければならない。く

じを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

（入札結果の通知） 

第 10 条 開札をした場合において、落札者がある時は、その者の氏名（法人の場合は、その名

称）及び金額、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。この場合

において落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通

知する。 

（契約書の作成） 

第 11 条 落札者は、落札決定後、原則として７日以内に、契約書を作成し、記名押印のうえ、

図面及び仕様書等を添えて提出しなければならない。 

（契約保証金） 

第 12 条 落札者は、契約の締結時に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代

わる担保を納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は契約保証金

又はこれに代わる担保の全額若しくは一部を免除できる。 

（１） 落札者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき   

（２） 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

（前金払） 

第 13 条 契約金額５０万円以上の場合については契約金額の１００分の４０以内（原則万円未

満切捨て）の前払金を請求することができる。但し、契約日から３０日以内に請求すること。

なお、保証事業会社の保証書を添付のこと。（限度額１億円以内） 

（工事費内訳書） 

第 14 条  予定価格の事前公表の対象となる工事である場合は、入札に際し、入札書に記入する

額の根拠となる工事費内訳書を提示し、提出すること。なお、工事費内訳書を提示しない者は

、入札に参加できない。 

（その他） 

第 15条  建設リサイクル法対象工事となる場合は、関係書類を作成の上、提出すること。 

２  請負者は、建設業退職金共済事業に加入し、当該工事の掛金収納書を速やかに提出しなけれ

ばならない。 

 


